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私
の
昨
年
中
の
収
入
は
厚
生
年

金
だ
け
で
す
が
、
確
定
申
告
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

国
民
年
金
・
厚
生
年
金
な
ど
の

公
的
年
金
や
、
生
命
保
険
契
約
な
ど

に
基
づ
く
年
金
な
ど
を
受
け
取
っ
た

と
き
に
は
、
雑
所
得
と
し
て
計
算
し

ま
す
が
、
65
歳
以
上
の
方
（
昭
和
12

年
１
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
方
）
と

65
歳
未
満
の
方
で
、
所
得
の
求
め
方

が
違
い
ま
す
。（
表
①
参
照
）

所
得
税
に
つ
い
て
は
、
65
歳
以
上

の
方
は
年
金
の
総
支
払
金
額
が
２
２

８
万
２
千
円
未
満
、
65
歳
未
満
の
方

は
１
０
８
万
２
千
円
未
満
な
ら
か
か

り
ま
せ
ん
が
、
所
得
税
が
源
泉
徴
収

（
天
引
き
）
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

確
定
申
告
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
所

得
税
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
以
上
の
支
払
い

を
受
け
て
お
ら
れ
て
も
、
扶
養
控
除

な
ど
の
所
得
控
除
の
金
額
に
よ
っ
て

所
得
税
が
か
か
ら
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

年
金
の
支
払
金
額
が
一
定
の
金
額

を
超
え
る
場
合
に
は
、
所
得
税
が
源

泉
徴
収
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

確
定
申
告
で
精
算
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
な
お
、
複
数
の
年

金
が
あ
る
方
は
、
そ
の
合
計
額

か
ら
計
算
し
ま
す
。

昨
年
10
月
に
退
職
し
現
在

は
無
職
で
す
が
、
確
定
申
告
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し

ょ
う
か
？

昨
年
の
途
中
で
退
職
さ
れ
た
の

で
、
年
末
調
整
を
受
け
て
お
ら
ず
、

所
得
税
の
精
算
が
な
さ
れ
て
い
な
い

と
思
わ
れ
ま
す
。
確
定
申
告
を
す
る

こ
と
に
よ
り
、
所
得
税
を
精
算
し
、

還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
源
泉
徴
収
税
額
が
少
な
い

場
合
や
、
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
な
い

場
合
は
、
確
定
申
告
を
し
、
納
付
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
既
に
年
末
調

整
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
昨
年
多
額

の
医
療
費
を
支
払
っ
て
い
る
の
で
す

が
？

確
定
申
告
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、

医
療
費
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、

所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
た
だ
し
、
医
療
費
控
除
と
は
、

昨
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
の
金
額

（
保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
額
は

除
き
ま
す
）
が
所
得
の
５
％
か
10
万

円
を
超
え
る
と
き
に
、
い
ず
れ
か
の

少
な
い
方
を
超
え
る
部
分
の
金
額
を
、

そ
の
人
の
所
得
金
額
か
ら
控
除
す
る

も
の
で
す
。
医
療
費
の
支
払
額
が
、

そ
れ
以
下
の
場
合
や
、
所
得
税
が
か

か
っ
て
い
な
い
方
は
、
還
付
を
受
け

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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確
定
申
告
を
さ
れ
る
方
と
、
勤
務
先
か

ら
役
場
へ
給
与
の
支
払
報
告
書
が
提
出
さ

れ
て
い
る
方
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

①
平
成
14
年
１
月
１
日
現
在
、
町
内
に
住

所
が
あ
り
、
昨
年
中
に
所
得
が
あ
っ
た

方
。

②
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に

あ
て
は
ま
る
方
。

・
勤
務
先
か
ら
役
場
へ
給
与
の
支
払
報
告

書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
方

・
給
与
以
外
に
、
家
賃
や
地
代
、
農
業
な

ど
の
所
得
が
あ
り
、
そ
の
合
計
額
が
20

万
円
以
下
の
方
（
20
万
円
を
超
え
る
場

合
は
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
で
す
）

・
平
成
13
年
中
に
退
職
し
、
そ
の
後
再
就

職
し
な
か
っ
た
た
め
年
末
調
整
を
受
け

ら
れ
な
か
っ
た
方

・
所
得
税
が
か
か
ら
な
い
方
で
、
雑
損
控

除
、
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

方所
得
税
の
確
定
申
告
と
同
じ
で
す
。
申

告
書
は
税
務
課
に
あ
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、

必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
所

得
税
の
確
定
申
告
か
、
町
県
民
税
の
申
告

を
さ
れ
る
方
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

所
得
が
少
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
負
担

を
軽
く
す
る
た
め
、
状
況
に
応
じ
て
国
民

健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
申
告
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
措
置
が

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
収
入
が
な
か
っ
た
人

も
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
確
定
申
告
と
同
じ
で
す
。
申

告
書
は
税
務
課
に
あ
り
ま
す
。

申
告
期
限
は
４
月
15
日
(月)
ま
で
で
す
。

町
で
は
、
固
定
資
産
税
ま
た
は
町
県
民

税
を
第
１
回
目
の
納
期
内
に
１
年
分
の
税

額
を
一
度
に
納
付
し
た
方
に
、
前
納
報
奨

金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。（
実
際
に
は
、
差

引
額
を
納
付
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
）

前
納
報
奨
金
は
、
こ
れ
ま
で
月
1.0
％
の

率
で
、
限
度
額
を
10
万
円
と
し
て
交
付
し

て
お
り
ま
し
た
が
、
次
の
通
り
変
更
、
な

ら
び
に
廃
止
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

平
成
14
年
度
　
交
付
率
　
0.5
％
／
月

限
度
額
　
５
万
円

（
税
額
が
平
成
13
年
度
と

同
額
の
場
合
に
は
、
報
奨

金
額
は
半
額
と
な
り
ま
す
）

平
成
15
年
度
　
制
度
を
廃
止

な
お
、
現
在
口
座
振
替
に
よ
り
全
納
さ

れ
て
お
ら
れ
る
方
で
、
期
別
納
付
に
変
更

さ
れ
る
場
合
は
、「
口
座
振
替
依
頼
書
」
を

取
扱
金
融
機
関
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

税
務
課

1
０
７
９
４
（
３
５
）
０
３
５
８

口
座
振
替
を
ご
利
用
い
た
だ
く
と
、
納

め
忘
れ
や
、
わ
ざ
わ
ざ
支
払
い
に
出
向
く

こ
と
も
な
く
、
た
い
へ
ん
便
利
で
す
。

手
続
き
は
と
て
も
簡
単
で
す
。「
預
貯
金

通
帳
」「
お
届
け
印
鑑
」「
納
税
通
知
書
」

を
お
持
ち
に
な
っ
て
、
口
座
の
あ
る
金
融

機
関
の
窓
口
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
し
込
み
か
ら
口
座
振
替
の
開

始
ま
で
、
約
２
カ
月
か
か
り
ま
す
。

町
税
を
期
限
内
に
納
税
さ
れ
な
い
場
合

は
、
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
、
納
税
に
は
便

利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

町
県
民
税

申
告
が
必
要
な
方

申
告
に
必
要
な
も
の

国
民
健
康
保
険
税

申
告
が
必
要
な
方

申
告
に
必
要
な
も
の

町
県
民
税
と
国
民
健
康
保
険
税
の
問
い
合
わ
せ
は
税
務
課
へ

前
納
報
奨
金
制
度
が

変
わ
り
ま
す

町
税
の
納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
で

町
税
の
期
限
内
納
税
に
ご
協
力
を
！

公的年金などの所得の求め方�

〈公的年金等控除額〉�

－� ＝�

●65歳未満の人�

（表①）�

〈計算例〉�

公的年金等�
の収入金額�

67歳で、公的年金等の収入金額が320万円あるとすると、�
雑所得の金額は、�
320万円ー（320万円×25％＋75万円）＝165万円�

公的年金等の収入金額�
 130万円以下�
130万円超 410万円以下�
410万円超 770万円以下�
770万円超�

 70万円�
年金収入×25％＋  37.5万円�
年金収入×15％＋  78.5万円�
年金収入×  5％＋155.5万円�

公的年金等控除額�

公的年金�
等控除額�

雑所得の金額�

●65歳以上の人�

公的年金等の収入金額�
 260万円以下�
260万円超 460万円以下�
460万円超 820万円以下�
820万円超�

 140万円�
年金収入×25％＋  75万円�
年金収入×15％＋121万円�
年金収入×  5％＋203万円�

公的年金等控除額�

確
定
申
告
が
必
要
な
方
（
主
に
、

営
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
の

収
支
計
算
を
必
要
と
す
る
事
業
所

得
の
あ
る
方
や
、
平
成
13
年
中
に

新
た
に
事
業
を
開
始
さ
れ
た
方
）

の
た
め
の
申
告
相
談
所
を
、
次
の

会
場
に
て
開
設
し
ま
す
。

相
談
所
で
は
、
税
理
士
が
公
平

な
立
場
で
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
な
お
、
町
県
民
税
お
よ
び
国

民
健
康
保
険
税
の
申
告
、
譲
渡
所

得
、
贈
与
税
、
相
続
税
関
係
の
相

談
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

▼
日
時

３
月
４
日
(月)
午
前
10
時

〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
４
時

▼
会
場

播
磨
町
商
工
会
館

▼
問
い
合
わ
せ

加
古
川
税
務
署

1
０
７
９
４
（
２
１
）
２
９
５
３

税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談

役
場
で
は
「
町
県
民
税
の
申
告
」

「
国
民
健
康
保
険
税
の
申
告
」
の
ほ

か
、「
給
与
所
得
者
・
年
金
受
給
者

の
所
得
税
確
定
申
告
」
な
ど
の
簡

易
な
内
容
の
相
談
を
主
に
行
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
以
外
の
営
業
、
個

人
事
業
な
ど
の
所
得
税
確
定
申
告

に
つ
い
て
は
、
税
務
署
員
が
来
庁

す
る
日
を
設
定
し
て
い
ま
す
の
で
、

な
る
べ
く
そ
の
日
に
お
越
し
い
た

だ
く
か
、
直
接
税
務
署
で
申
告
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

税
務
署
員
の
来
庁
日

２
月
22
日
(金)
、
３
月
１
日
(金)
、

３
月
８
日
(金)

▼
時
間

午
前
９
時
30
分
〜
正
午
、

午
後
１
時
〜
４
時

▼
会
場

町
役
場
（
第
１
庁
舎
）

２
階
２
０
３
会
議
室

税
務
署
職
員
の
来
庁
相
談

新
様
式
の
所
得
税
確
定
申
告
書

の
書
き
方
、
所
得
税
の
改
正
内
容

な
ど
を
説
明
し
ま
す
。

▼
日
時

２
月
１
日
(金)
午
後
２
時

〜
４
時

▼
会
場

中
央
公
民
館
　
大
ホ
ー

ル▼
問
い
合
わ
せ

加
古
川
税
務
署
　

1
０
７
９
４
（
２
１
）
２
９
５
３

所
得
税
・
消
費
税
の
確
定
申
告
説
明
会

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

場　所：播磨町役場第１
庁舎　２階203会議室

期　間：２月18日(月)～
３月15日(金)

相談時間：午前９時～午
後５時（正午～午後１
時を除く）

相談内容：町県民税、国
民健康保険税、一部の
所得税申告

申申申申告告告告相相相相談談談談会会会会場場場場


